
令和７年度 生活指導 

                       令和７年度 

   生活指導部 

１ 生活指導の目標と方針 

（１）目標 

ア 児童が安全で楽しい学校生活ができるよう、基本的な生活習慣の定着化を図る。 

イ 児童一人ひとりが発達に応じた意識をもち、自分自身の生活の質を高められるようにする 

  ともに、望ましい人間関係づくりをめざす。 

（２）方針 

ア 児童一人ひとりの理解に努め、教職員が共通理解のもとに、連携して指導にあたる。 

イ 学校だより等を活用し、各家庭、地域に対する理解と協力を求める。 

（３）指導の方法 

ア 基本的生活習慣の定着を図り、学校のきまりを守るよう、指導に努める。 

（ア）年間重点目標「元気にあいさつしよう」 

    ・学校運営協議会、青少対と連携して取り組む。 

（イ）月目標への具体的な取組 

    ・生活指導部の担当者が輪番で、月はじめの全校朝会時に生活目標の指導を行う。 

    ・担任は月目標を各学級に掲示し、全校朝会後に学級指導を行う。 

    ・取組による児童の変容を、学年で話し合う。 

    ・各学級で、児童に簡単な自己評価をさせる。 

    ・各学級の取組の成果や実態を交流する機会をもつ。（学年会、生活指導夕会など。） 

（ウ）「生活のきまり」の指導の徹底を図る。 

    ・年度初めに内容を確認し、共通理解を図る。 

    ・学期初めに学級指導を行う。 

（エ）その他 

    ・生活指導夕会、職員夕会、校内掲示板、MAM等で出た学級指導事項は、速やか、且つ確実 

     に学級指導を行う。 

     ・常に教職員の共通理解を図り、指導にあたる。 

イ 教職員が連携して指導にあたり、児童個々の人間関係の調整を行い、望ましい人間関係を 

  つくり出すことをめざす。 

・児童の問題に積極的に関わり、対話を大切にし、児童理解を深める。 

 

２ 指導体制・組織 

 （１）学年、学級、副担任が連携して生活指導を行う。その際、生活指導部が中心となって行う。 

 （２）生活指導部内の校務分掌                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

（３）毎週火曜日の生活指導夕会は２種設定し、児童の生活指導上の出来事の報告や情報共有を 

積極的に行う。 

◆第１～３週 

①いじめ対策委員会（全体会）②不登校対策委員会 ③特別支援委員会 ④その他 

◆第４週 

①特別支援懇談会（グループに分かれて懇談）②いじめ対策委会議（全体会）③不登校対策 

 会議 ④その他 



（４）児童の事故・問題行動については、発生後、生活指導主任と管理職へ報告し、共通理解を 

図る。 

（５）児童のけがなど、緊急時の連絡体制を周知徹底する。 

（６）基本的な生活習慣の内容 

① 気持ちのよいあいさつができる。（あいさつ運動の実施） 

② 廊下を正しく歩く。（【ろうかはみかん】の徹底） 

③ 相手を意識して人の話を聞く。 

④ チャイムを守る。 

⑤ 外遊び、室内遊びのけじめがつけられる。 

    ⑥ 物を大切にする。自分の持ち物には必ず記名をする。 

    ⑦ 場に応じた言葉遣いができる。 

 

<体罰防止の取組について> 

① 「あたたかい心で子供の気持ちを受け止めよう」という目標で、教員研修を実施する。 

② 全教員が「体罰セルフチェックシート」を毎月記入する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 全教職員が、体罰とは人格を否定する行為であることを学び、体罰防止のための標語を考え、 

意識して指導にあたる。 

④ 児童からも保護者からも、相談活動が一層促進されるよう、スクールカウンセラーの活用は 

もとより、全教職員が担任の意識をもって児童にかかわる。 

毎月、体罰チェックシートの記入を行うことで、全教
職員が自身の指導を振り返っています。 

本校の体罰防止の標語を見て、指導に取り組んで

います。 


